
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ 対象者（利用者）の把握 
 肥満とやせの割合の変化を比較する項目を削除しました。 

体格の把握が有の場合、肥満とやせの割合は直近の値を記入します。 

 〈給食施設用〉                 〈保育所・幼稚園用〉 

                

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 施設種類 

介護医療院を追加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栄養管理報告書の様式が一部変わりました 

≪改定理由≫ 

統計法に基づく一般統計調査及び地方自治法 245条の４第１項による「衛生行政報 

告例」（各都道府県から厚生労働省に提出）が一部改正され、関連箇所を変更しました。 

令和３年度から 

： □ 有 □ 無

： □ 有 □ 無

： □ 有 □ 無

□ 有 ％ ％） □ 無

： □ 有 □ 無

： □ 有 □ 無

： □ 有 □ 無

□ 有（ □ 除去 □ 代替 □ ）） □ 無

【年１回以上、施設が把握しているもの】

その他（

（肥満 やせ

 ４ 幼児身長体重曲線による体格の把握（3歳以上6歳未満)

 ７ 食物アレルギーへの対応

　　（健診結果・既往歴含む）

 １ 対象者（利用者）数の把握

 ２ 身長の把握

 ３ 体重の把握

 ５ 身体活動状況の把握

 ６ 食物アレルギーの把握

1
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4

5

病院

介護老人保健施設

介護医療院

老人福祉施設

その他

　　（有料老人ホｰﾑ）

（特別養護老人ﾎｰﾑ･通所介護
施設･その他高齢者施設）

新しい報告書の様式は、保健所のホームページから 

ダウンロードできます（保健所窓口でも配布してい 

ます）。 

記入する際には、記入要領や栄養管理報告書チェック

ポイントも必ず確認してください。 

 

東京都 栄養管理報告書 検索 

報告月（５月・１１月）の翌月 15日までに３部作成、保健所に 2 部提出！（１部は施設控え） 

給食施設用 

病院・介護施設用 

問合せは、管轄の保健所の保健栄養担当宛てにお願いします。       

※提供エネルギー量の過不足の評価には、肥満及びやせに該当する人の割合の変化が参考になり 

ます。栄養管理報告書の項目は削除されましたが、肥満及びやせに該当する人の割合の変化を 

施設において把握し、適切な栄養管理を行ってください。 

： □ 有 □ 無

： □ 有 □ 無

： □ 有 □ 無

□ 有 ％ ％） □ 無

： □ 有 □ 無

： □ 有 □ 無

： □ 有 □ 無

□ 有（ □ 除去 □ 代替 □ ）） □ 無

【年１回以上、施設が把握しているもの】

その他（

（肥満 やせ

 １ 対象者（利用者）数の把握

 ２ 身長の把握

 ３ 体重の把握

 ４ BMIなどによる体格の把握

 ５ 身体活動状況の把握

 ６ 食物アレルギーの把握

 ７ 食物アレルギーへの対応

　　（健診結果・既往歴含む）

提出時、新しい様式か

確認をお願いします。 

保育所・幼稚園用 


